
別紙４ 

仕 様 書 

 

１． 件 名 

東京2025世界陸上競技選手権大会におけるバイオ燃料等供給業務委託（単価契約） 

 

２．目 的 

各会場（国立競技場、23区内の練習会場、東京体育館等）に設置する仮設発電機等にバイオ燃料等を供

給するため、業務委託契約を締結する。 

 

３．契約期間：契約締結日の翌日から2025年9月30日まで 

 

４．バイオ燃料等の種別 

 供給するバイオ燃料等は「B100」、「B5軽油」の２種類であり、詳細は次のとおりとする。 

 ・「B100」は、使用済みの食物油等から精製されたバイオディーゼル燃料で、水素化植物油（HVO）又は

JIS K2390に準拠し全国バイオディーゼル利用推進協議会が定める協議会強制規格（7項目）を満たす

もので、消防法第２条第７項別表第１の第４類第三石油類に該当するものとする。 

 ・「B5軽油」は、B100を5%混合した軽油で、揮発油等の品質の確保等に関する法律（品確法）における

軽油の強制規格を満たすものとする。 

 

５．給油場所、種別、給油方法、予定数量 

 概要は以下のとおり 

 ・B100：2025年8月12日～2025年9月22日まで（予定数量118,400L） 

  ・B5軽油：2025年9月3日～2025年9月21日まで（予定数量42,012L） 

 ・簡易給油機：タンク容量190L程度（予定数量8箇所） 

詳細は別紙４－１「給油場所等一覧」に記載のとおり 

 

６．発注 

  各会場の給油対象設備に対し、毎日指定した時間に燃料を供給する。ただし、給油対象設備の運用期間

前等でこれによらない場合は、別途協議の上決定する。 

 

７．納入 

  バイオ燃料等は、受託者が直接又は配送業者に再委託し委託者に納入するほか、受託者が希望する場合

は、委託者、受託者、受託者が指定する配送業者の三者で契約を締結し、受託者が配送業者にバイオ燃料

等を販売し、配送業者が委託者に納入し、配送業者が委託者に売買代金（委託契約書における「契約代

金」を意味する。以下同様。）の請求を行うことができる（入札説明書に記載の第三者配送方式のことで

あり、詳細は別紙５「契約方法（バイオ燃料等供給業務委託）」のとおり。）。 
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８．単価 

  バイオ燃料等の単価は、1L当たりの単価とし、製造から委託者が指定する給油場所に指定する方法で給

油するまでの費用を全て含む。なお、受託者が配送業者にバイオ燃料等を販売し、配送業者が委託者に納

入する場合は、委託者が配送業者に支払う売買代金の単価とする。 

  簡易給油機の単価は、１箇所当たりの単価とし、機器の運搬、設置、設置期間中の維持管理、撤去等の

費用を全て含む。 

 

９．燃料給油体制の構築 

受託者は、燃料の貯蔵場所、使用する車両、ルート、人員、給油予定時間等、燃料供給に係る必要な事

項（第三者配送方式の場合は配送業者との責任区分を含む。）を記載した計画書を作成し、担当者の承諾

を受ける。 

また、車両の事故等で予定した時間に燃料を給油できない場合に備え、当日中に通常と異なるルートで

燃料を給油できる体制を構築する。 

なお、詳細は契約後に担当者と協議する。 

 

１０．試料の提出・検査 

委託者が必要と認めた場合、納入前又はその後において試料の提出を求め、さらに、必要と認めた場合

は品質検査を求めることできる。 

 

１１．請求方法  

契約期間内において、供給により発生した売買代金を契約日末日で締め切り、消費税等を加味して請求

する。バイオ燃料等の売買代金は、1L当たりの契約単価に納入量を掛けたものとし、0円未満は切り捨てと

する。 

また、請求書と併せ、請求金額及び各給油場所での給油日、油種、給油量等をまとめた資料を作成し提

出する。 

なお、受託者が配送業者にバイオ燃料等を販売し、配送業者が委託者に納入する場合は、配送業者が売

買代金を請求し、委託者は配送業者に供給費用を支払うものとする。 

 

１２．持続可能に配慮した調達について 

  別紙４－２「持続可能な調達に係る標準特記仕様書及び様式１」の規定内容に従い、持続可能性に配慮

した体制整備や調達を行うこと。 

 

１３．ACRカードの発行について  

受託者は、本契約に従事する者の中にACRカードの発行を受ける必要がある者（※１）全員に対し、それ

らの者からアクレディテーションの発行に必要な情報（※２）を収集し、定められた期限までに委託者に

対してその申請を行うものとする。  

なお、発行申請は、受託者が対象者全員分をとりまとめて行うものとするが、ACRカードの受取りは、委

託者の指定する期間・場所（※３）にて、発行対象者本人が本人確認書類を持参・提示して行う必要があ
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るため留意すること。その他ACRカードの発行、使用等については、委託者の指示を遵守しなければならな

い。 

※１：各会場のセキュリティエリア内に立ち入る者  

※２：対象者（個人）の氏名、生年月日、性別、Eメールアドレス、本人確認が可能な顔写真付きの公的

書類（パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど）の写し  

※３：期間 2025年9月3日～9月20日（予定）  

   場所 メインACRセンター（東京体育館内） 

 

１４．その他 

（１）本契約によって得られた情報等については、管理を厳密に行い、秘密の保持に万全を期すること。 

（２）本契約によって得られた情報や検討結果などの内容については、委託者の承諾なく公表又は第三者へ 

の提供を行ってはならない。 

（３）本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は、委託者及び受託者が協議して決定する。 

 

１５．担当部署 

   公益財団法人東京 2025世界陸上財団 業務室会場調整部会場整備課 


